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（２）アドバイザー派遣事業要綱（案）について
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・地域共生社会の推進と地域包括ケアシステムの構築に向けて
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アドバイザー派遣事業要綱（案）について
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大分県障がい者相談支援県内アドバイザー派遣事業実施要綱（案） 
 
（目的） 
第1条 大分県障がい者相談支援県内アドバイザー派遣事業（以下、「本事業」という。）

は、障がい者及び障がい児（以下、「障がい者等」という。）の相談支援等に関し

専門性の高いアドバイザーを派遣し、地域のネットワーク構築に向けた指導・調

整等、広域的支援をおこなうことにより地域における相談支援体制等の整備を推

進することを目的とする。 
 
（業務内容） 
第 2 条 本事業のアドバイザー（以下、「アドバイザー」という。）は、関係機関と協力し、 

前条の目的を達成するために、次に掲げる業務をおこなう。 
（1） 第 6 条の派遣先において、次に掲げる事項につき、助言等をおこなうこと 
   ア 協議会の運営支援に関すること 
   イ 地域で対応困難な事例に関すること 
   イ 相談支援専門員のスキルアップに関すること 
   ウ その他必要な事項に関すること 
（2） 相談支援専門員の人材育成に関する企画に参画すること 
（3） その他、大分県自立支援協議会相談支援・研修部会にて協議をおこない必要と認 

めた業務 
 
（連携） 
第 3 条 本事業の運営にあたっては、市町村の他、必要な関係機関・団体と連携・協力し 

ながら事業を推進する。 
 
（アドバイザーの登録） 
第 4 条 大分県自立支援協議会相談支援・研修部会長（以下、「部会長」という。）は、次の

各号に該当するものの中からアドバイザーを選任する。また、アドバイザー名簿を

作成し、必要に応じて情報開示をおこなうものとする。 
（1） 地域における相談支援体制整備について実績を有するもの 
（2） 相談支援その他の障がい者等の支援について相当期間の経験及び見識を有するも

の 
（3） 所属団体・機関等の利益に優先し、障害者ケアマネジメントの資質向上のために尽

力できるもの 
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（派遣申し込み） 
第 5 条 アドバイザーの派遣を希望する機関は、依頼したい業務内容、その理由等を記した

派遣依頼申込書を作成し、機関が所在する市町村の市町村障がい福祉主管課長あて

に提出する。 
2 市町村障がい福祉主管課長は前項の申し込みに意見を付し、部会長に提出する。 
 
（派遣決定） 
第 6 条 部会長は、前条第 2 項の提出があった場合、第 1 条の目的及び第 2 条の業務内容

に合致するかを判断し、アドバイザー派遣をおこなう。 
 
（報告及び連絡、調整） 
第 7 条 部会長は、第 2 条の業務について、報告を受け、連絡及び調整を図るため、アド

バイザーが出席する会議を招集し、開催する。 
2 部会長は、大分県自立支援協議会において、活動報告をおこなう。 
 
（秘密の保持） 
第 8 条 本事業実施にあたって、関係者は個人情報の保護に万全を期し、正当な理由なく、

業務上知り得た情報を漏洩してはならない。 
 
（運営） 
第 9 条 本事業については、事業運営の委託をおこなうことができる。 
 
（その他） 
第 10 条 本要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は別途定める。 
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◆県内アドバイザー派遣事業

市町村における自立支援協議会の運営の円滑化・活性化のため、県から市町村自立支援協議会に県内
アドバイザーを派遣する。

○ 期待される効果
・自立支援協議会の運営に関するアドバイスや他の地域の現状をアドバイザーから直接聞くことで、当該

地域の自立支援協議会の活性化に繋がる
・専門的な事案で、行き詰まっている案件について、各分野の専門家からアドバイスをもらうことで、当該

地域の課題解決に繋がる

○ 事業の仕組み
①県内アドバイザーの定義

・県内における各分野の専門家等を「県内アドバイザー」と位置づける。
・資格要件等は求めず、自立支援協議会の活性化のために有用なアドバイスをする専門家に依頼する。
・アドバイザーは、県自立支援協議会の委員又は委員の推薦を受けた者の内、事務局（県障害福祉課）

から依頼する。

②県内アドバイザー名簿
・アドバイザーの氏名、所属、アドバイスが可能な分野、経験年数及び派遣が可能な地域を記載した名簿

を作成し、市町村（市町村自立支援協議会）に送付する。

③派遣までのながれ
・市町村からの申込みにより、県はアドバイザーを市町村自立支援協議会に派遣する。
・アドバイザーは、自立支援協議会の運営方法や専門的な内容について助言する。

※ ②～③の詳細は別紙のとおり

県内
アドバイザー

県内アドバイザーの所属する
法人・団体

◆県内アドバイザーの登録と派遣の流れ

県自立支援協議
会委員

事務局
（県障害福祉課）

①依頼

②承諾

③推薦

⑤登録の
通知

④登録

市町村

③申込

市町村自立支援協議会
（部会など）

（要望）
④派遣依頼
⑦謝礼・交通費

⑤承諾

⑥助言等

県内アドバイザー名簿

①名簿配布

②名簿
配布

県内アドバイザーの登録 県内アドバイザーの派遣

アドバイザー 所属
アドバイスが
可能な分野

経験年数
派遣が

可能な地域

○○　×× 相談支援事業所○○
・▲▲▲
・□□□

・○年
・×年

・大分市、別府
市、日出町

①県内アドバイザー派遣活用方法について
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【地域生活支援事業実施要綱　抜粋】
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次第３

平成２９年度相談支援国研修派遣について
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平成２９年度相談支援従事者指導者養成研修会について 
 
１ 指導者養成研修の推薦について 

・平成 29 年度相談支援従事者指導者養成研修 
   日時：平成２９年６月２１日（水）～６月２３日（金） 
   場所：国立障害者リハビリテーションセンター学院 
 
  ・大分県講師枠 ３名 
    平成 29 年度  
     ２名 平成 28 年度に相談支援講師打合せで検討 
     １名 
 
    来年度以降 ３名（平成３１年度までは変更予定なし） 
     １名 過去の養成研修受講者 
     ２名  

   
※国の要件 

  ・現に、相談支援に従事している者等であって、「相談支援従事者研修」において、企

画立案・運営に携わる中心的な役割を担う者 
  ・都道府県職員であって「相談支援従事者研修」を担当している者  
 
※県が受講推薦者を選定するにあたって考慮する要件 

  ・県実施の相談支援従事者研修の企画・実施（講師）に携わることができる者 
・所属する事業所が相談支援事業指定事業者若しくは今後相談支援事業指定事業者に

なる予定であること 
  ・現に相談支援専門員として相談支援業務に従事している者、又は今後相談支援専門

員として相談支援業務に従事する者 
  ・地域の相談支援体制を強化するために、各市町村で中心的役割を果たすことが見込

まれる者 
 
２ 相談支援従事者の人材育成について 
  ・相談支援専門員のキャリアパス 
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